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【手続補正書】
【提出日】令和3年1月8日(2021.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最小侵襲処置のためのシステムであって、
　遠位開口を有する第１の管腔を含む細長い胴体を備えた第１の装置であり、前記細長い
胴体の少なくとも一部分が操縦可能である、第１の装置と、
　前記第１の管腔内に配置可能である第２の装置であり、その遠位部分が前記遠位開口か
ら突出する、第２の装置と、
　前記第１の装置の近位部分及び前記第２の装置の近位部分に個別に結合可能である支持
フレーム及びレールと、
を備えており、
　前記レールが、前記第２の装置が前記第１の装置に対して前記レールの長手方向軸に沿
って移動可能であるように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記第２の装置の前記遠位部分が操縦可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１の装置の近位端に取り付け可能な第１のモータパックと、前記第２の装置の近
位端に取り付け可能な第２のモータパックと、を更に備えた、請求項２に記載のシステム
。
【請求項４】
　前記第１のモータパックが、前記細長い胴体の前記少なくとも一部分の操縦用に構成さ
れている、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
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　前記第２のモータパックが、前記第２の装置の前記遠位部分の操縦用に構成されている
、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第２の装置が遠位開口を有する第２の管腔を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　自己の遠位端にツールを有する第３の装置を更に備えており、前記第３の装置が前記第
２の管腔内に配置可能であり、前記ツールが前記第２の管腔の前記遠位開口から突出する
、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記レールが、前記第１の装置に対して前記第２の装置を前記長手方向軸に沿って移動
させるための線形アクチュエータを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第２の装置が前記遠位部分に取り付けられたツールを含む、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１０】
　前記ツールが把持器、針ホルダ又はフックである、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記細長い胴体の前記少なくとも一部分が、少なくとも２つの個別に操縦可能な領域を
含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記遠位部分の長さが１０～５０ｍｍである、請求項２に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記支持フレームがベッド又はフロアスタンド（floor stand）に取り付け可能である
、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記細長い胴体の前記少なくとも一部分を手動で操縦するための少なくとも１つの制御
ノブをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記第１の装置が潅注管腔及び吸引管腔を備える、請求項１に記載のシステム。
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